職務内容
　(1)　訪問活動
　　ア　介護保険相談員は，介護保険施設等利用者の不平や不満などを聞き取り，それらが解決されるよう利用者と事業者の橋渡しをします。
　　イ　介護保険相談員の受入れを受諾した八千代市内の介護保険施設等を担当者２名で１グループとなり訪問します。
　　ウ　月に２・３施設（回），１回あたり２～３時間程度の訪問をしていただきます。
　　　　※訪問ができない際は電話や電子メール等で状況の確認をしていただきます。
　　エ　訪問先での具体的な活動
　　　（Ⅰ）地域密着型介護サービス事業所（認知症対応型共同生活介護，地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護，小規模多機能型居宅介護 等）については，主に２月に１回の運営推進会議時（平日に限らず）に訪問し，会議に参加していただきます。
　　　（Ⅱ）休憩やレクリエーションなどの時間に，利用者から直接話を聞きながら相談にのります。
　　　（Ⅲ）事業者によるサービスの実施状況を把握します。
　　　（Ⅳ）職員と情報交換および意見交換を行います。
　　　（Ⅴ）施設の行事に一緒に参加する場合もあります。
　　オ　訪問時の活動記録報告を，事務局（長寿支援課）へ提出してもらいます。
　　カ　活動にあたっての留意点
　　　（Ⅰ）介護保険相談員は，監視員や監査員ではありません。また，事業者の評価を行うものでもありません。
　　　（Ⅱ）トラブルの解決に直接関わることはありません。解決するのは事業者や家族等です。特に，個人的な財産に関すること，家族間の問題等の相談については，話を聞くだけにとどめます。
　　　（Ⅲ）利用者のプライバシーの保護には，十分配慮する必要があります。
　　　（Ⅳ）施設へのボランティアではありませんので，利用者への介護や物品の修繕など事業者の事業の運営に係る協力はできません。
　　　（Ⅴ）事業者の要望を保険者へ伝えることが役割ではありません。

　(2) 定例会，研修等
    ア 介護保険相談員同士の情報交換，事務局との連絡等を行う定例会を年６回（偶数月の第３木曜日予定）程度開催します。
イ 「介護相談・地域づくり連絡会」が開催する以下の研修会へ参加していただきます。
       (Ⅰ) 養成研修（新人研修）

　　ウ　必要に応じて，研修会等に参加していただきます。

３　任用形態
　　　会計年度任用職員（単年度契約）
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